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220010

懸賞により提
供する景品類
の最高額の緩
和

該当なし

懸賞による景品
類の提供に関す
る事項について
は，昭和５２年公
正取引委員会告
示第３号により，
一定の制限があ
る。

Ｅ
（規制自体
が存在しな
い）

事実誤認につ
き手当ての必
要なし

景品表示法の規制対象となる景品類は，自
己の供給する商品・サービスの取引に附随し
て相手方に提供する経済上の利益である（昭
和３７年公正取引委員会告示第３号）。
　取引を条件として他の経済上の利益を提供
する場合は，「取引に附随」する提供に当たる
が，正常な商慣習に照らして取引本来の内容
をなすと認められる経済上の利益の提供は，
「取引に付随」する提供には当たらない（昭和
５２年事務局長通達７号）。
　特区構想の内容のうちの「入場券等による
懸賞」は，抽選により，舟券の当たり額を２倍
にすることを保障するというものであるところ，
舟券の当たり額そのものは，モーターボート
競走サービスの取引本来の内容をなすもの
であり，景品表示法上の景品類には該当しな
い。

提案は、舟券の当たり
額を２倍にするものでは
なく、掛け金に係る払戻
金に加え､特別賞金とし
て上積額を供与するも
のであるが、これについ
ても景品表示法上の景
品類には該当しないと
解して良いか。
併せて、右の提案主体
の意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい。

規制自体が存在しないため、手当ての必要なしとの回答を
いただいているが、公正取引委員会告示第３号には、「くじそ
の他偶然性を利用して定める景品類の提供については、１０
万円を超えてはならない」とあり、本競艇場が検討しているも
のとして、舟券元来の当たり配当額に加え､別途一定額を提
供するものは「更なる配当金｣ではなく「景品｣（現金が２倍と
なるサービス等）と解しており､１０万円以上の場合は上記告
示をクリアすることが必要と考えるが、どうか。

無

Ｅ
（規
制自
体が
存在
しな
い）

事実
誤認
につ
き手
当て
の必
要な
し

意見は，舟券元来の当たり配当額に加え､別途一
定額を提供するものは「更なる配当金｣ではなく「景
品｣（現金が２倍となるサービス等）と解していると
のことであるが，提案内容の「次回購入する舟券の
当たり額が２倍になるサービス券」は，次回購入す
る舟券が当たった場合，その当たり額を２倍にする
ことを約束するものであり，当初の競艇場の入場者
に対して，抽選により提供された時点では，経済的
価値を有するものではない。したがって，当該サー
ビス券は，当初の入場者との関係で取引附随性が
認められるものの，その時点では，景品表示法上
の景品類の要件の一つである「経済上の利益」と
は言えないことから，景品表示法上規制されるもの
ではない。

1093 1093020 尼崎市

尼崎競
艇場アド
ミッショ
ン・イノ
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ン特区

懸賞により提供する景品
類の最高額の緩和

懸賞により提供する景
品類の最高額は、懸賞
に係る取引の価額の２０
倍の金額（当該金額が
１０万円を超える場合に
あっては、１０万円）を超
えてはならない定めを、
撤廃する。

競艇場の入場者に対して、
抽選で、次回購入する舟券
の当たり額が２倍になる
サービス券を配布する。これ
は、掛け金に係る払戻金に
加え､特別賞金として上積額
を供与するもの。（ただし、上
限額は２０万円とする）
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